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市
税
な
ど
の
納
付

　

納
付
は
❶
金
融
機
関
窓
口
❷
口

座
振
替
❸
コ
ン
ビ
ニ
納
付
―
の
方
法

が
あ
り
ま
す
。
納
付
書
を
紛
失
し
た

場
合
は
、
市
役
所
本
庁
や
各
支
所
で

再
発
行
で
き
ま
す
。

❶
金
融
機
関
で
の
納
付

　

一
部
の
納
付
書
は
、
東
北
６
県
内

の
郵
便
局
窓
口
で
も
納
付
で
き
ま

す
。
取
扱
金
融
機
関
な
ど
に
つ
い
て

は
、納
付
書
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

❷
口
座
振
替
制
度

　

市
内
の
金
融
機
関
や
郵
便
局
の

窓
口
で
受
け
付
け
ま
す
。
①
納
付
書

②
通
帳
③
届
け
出
印
―
が
あ
れ
ば

簡
単
に
手
続
き
で
き
ま
す
。

❸
コ
ン
ビ
ニ
納
付

　

納
付
書
は
①
納
付
場
所
に
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の
記
載
が
あ

る
②
バ
ー
コ
ー
ド
が
印
字
さ
れ
て

い
る
③
使
用
期
限
内
で
あ
る
―
と

き
、
全
国
の
主
な
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
で
納
付
で
き
ま
す
。

●
口
座
振
替
…
相
続
な
ど
で
納
税

義
務
者
を
変
更
し
た
場
合
は
、口
座

振
替
手
続
き
が
新
た
に
必
要
で
す
。

●
納
税
証
明
…
コ
ン
ビ
ニ
納
付
の

場
合
、
市
が
納
付
を
確
認
す
る
の

に
最
長
で
20
日
程
度
必
要
で
す
。

そ
の
間
に
納
税
証
明
書
を
申
請
す

る
と
き
は
、
必
ず
領
収
証
書
を
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

市
税
を
滞
納
す
る
と

　

市
税
を
滞
納
し
た
場
合
、
原
則
、

一
括
で
納
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
た
だ
し
、
特
別
な
事
情
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
分
割
し

て
納
付
で
き
ま
す
。
失
業
、
病
気
や

災
害
な
ど
で
納
付
が
困
難
な
人
は
、

早
め
に
本
庁
収
納
課
や
各
支
所
市

民
課
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　

納
税
者
が
税
金
を
滞
納
し
た
ま

ま
に
す
る
と【
図
１
】
の
よ
う
に
強

制
的
に
税
金
を
徴
収
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
手
続
き
は
法
律
で
定
め

ら
れ
、
滞
納
者
の
意
思
に
関
わ
り
な

く
執
行
さ
れ
ま
す
。

県
地
方
税
特
別
滞
納
整
理
機
構

へ
の
移
管

　

滞
納
の
中
に
は
、
他
債
権
と
の
競

合
や
滞
納
金
額
が
高
額
に
な
る
な

ど
、
専
門
的
な
対
応
が
必
要
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
市
は「
県
地
方

税
特
別
滞
納
整
理
機
構
」
に
加
入
。

先
進
事
例
や
実
務
知
識
を
共
有
し

な
が
ら
滞
納
整
理
を
行
い
、
収
納
体

制
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

納
税
貯
蓄
組
合
へ
の
加
入

　

納
税
貯
蓄
組
合
は
、
自
主
納
税
を

推
進
す
る
た
め
に
、
個
人
や
法
人
が

一
定
の
地
域
な
ど
を
単
位
に
任
意
で

組
織
し
て
い
る
団
体
で
す
。

　

加
入
を
希
望
す
る
人
は
、
居
住
す

る
地
域
の
同
組
合
ま
た
は
本
庁
収

納
課
、
各
支
所
市
民
課
へ
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

市
税
だ
け
で
は
な
い「
滞
納
」

　

市
税
の
ほ
か
、
保
育
所
・
幼
稚
園

の
保
育
料
、市
営
住
宅
の
家
賃
、上
下

水
道
料
、学
校
の
給
食
費
、
そ
の
他
の

使
用
料
や
負
担
金
―
な
ど
も
、市
民

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
必
要
な
財
源
で

す
。
滞
納
す
る
と
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

が
困
難
に
な
り
、
納
付
し
た
人
の
お

金
で
不
足
を
補
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

納
付
に
関
す
る
相
談
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
事
業（
サ
ー
ビ
ス
）
の
担
当
課
で

行
っ
て
い
ま
す
。
納
付
が
困
難
な
場

合
は
、早
め
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

還
付
金
詐
欺
に
注
意

　

市
職
員
が
、
還
付
金
受
け
取
り
の

た
め
に
現
金
自
動
預
払
機（
Ａ
Ｔ
Ｍ
）

の
操
作
を
行
う
よ
う
、
電
話
や
訪
問

を
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ

ん
。
不
審
な
電
話
や
訪
問
が
あ
っ
た

ら
、
す
ぐ
に
家
族
や
警
察
に
相
談
し

ま
し
ょ
う
。

市
税
な
ど
は
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
財
源
で
す
。

滞
納
す
る
と
、
財
源
の
確
保
と
市
民
負
担
の
公
平
性
が
保た

も

て
な
く
な
り
ま
す
。

市
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
課
が
連
携
し
、
滞
納
の
解
消
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

市
税
な
ど
は

期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う

▼延滞金／納期限の翌日〜納付の日
の日数に応じ、税額に以下の割合を
乗じた金額　 ▼延滞金の割合／❶：
納期限の翌日〜 1カ月は、原則として
「年7.3%」。29年は年2.7%　＊26 年

1月1日以後の期間は「年 7.3％」と「特例
基準割合（注）＋1％」のいずれか低い割
合❷：❶の期間以後、原則として「年
14.6％」。29年は年9.0%　＊26 年 1

月1日以後の期間は「年14.6％」と「特例
基準割合（注）＋7.3％」のいずれか低い

割合　 ▼（注）特例基準割合／各年
の前年に租税特別措置法第93条第
2項の規定によって、財務大臣が告
示した割合に年1％を加算した割合。
29年は年1.7%　 ▼延滞金の計算例

／ 28年度固定資産税第4期分（納
期限29年2月28日）20万円を29年
5月8日に納めた場合❶：納期限の
翌日〜１カ月経過する日（3月31日）
の期間…20万円×2.7%×31日÷
365=458円❷：それ以後の期間…20

万円×9.0%×38日÷365=1,873円
【 合 計 】❶ + ❷ =458円 +1,873円
≒2,300円　＊100円未満は切り捨て

問本庁収納課☎内 8261

　市税の滞納処分によって差し押さえた不動産の公売を行いま

す。見積価額と公売保証金など、詳しくは下記へ問い合わせてく

ださい。事情により、物件の全部または一部の公売を中止する場
合があります。あらかじめ公売財産を確認し、関係公簿を閲覧し

て入札してください。＊入札の参加や買受人になるためには、法律や条

例により制限があります　＊❷❸には居住者（占有者）がいます

◇期間…7月18日㊋～ 21日㊎　10:30～ 17:00
◇場所…市役所本庁

不動産の公売を行います 番号 所在 地番・家屋番号 地目など 地積

❶
萩荘字中町 11番１ 雑種地 100.00平方㍍

萩荘字小萩 55番１ 宅地 118.67平方㍍

❷
千厩町千厩字町浦 9番19 宅地 282.19平方㍍

千厩町千厩字町浦
9番地19

9番19 工場 173.80平方㍍（1階）
165.43平方㍍（2階）

❸

千厩町千厩字町浦 29番4 宅地 217.95平方㍍

千厩町千厩字町浦
29番地4

29番4 居宅 79.33平方㍍（1階）
23.14平方㍍（2階）問本庁収納課☎内 8268

督促

財産調査

差し押さえ

換価

【図1】滞納処分の概要

納期限までに完納しない場合、
督促状により督促を行います。

⬇

⬇

⬇

官公署、金融機関、保険会社、
勤務先、取引先など滞納者の
財産を占有する第三者に対して
財産調査を行います。

財産調査で発見した滞納者の
財産を差し押さえます。

差し押さえた不動産は「公売」、
金銭債権は「取り立て」して、差
押財産を換価（＝換金）します。

延滞金の計算

5409

　病気になっても、介護が必要な

状態になっても、自宅など住み慣
れた生活の場で療養し、自分らし

い生活を続けられるよう、医療機
関と介護事業所は連携を取りあっ

ています。今回は連携の輪の中で

活動している薬剤師の在宅訪問
について紹介します。
　医師や看護師が自宅を訪問す

るのと同じように、薬剤師も自
宅を訪問することがあります。
訪問は医師の指示によるもので

すが、内容はさまざまです。「薬
局に行けない人へ薬を届ける」
「重い栄養剤や輸液を運んでほし

いという配達の希望」「服用状況
を確認し薬を正しく使うための

工夫」など多岐にわたる要望に対
応しています。もちろん、薬局
で薬を渡すときと同様に、使用

している薬の説明や、効果や副
作用の確認も行います。訪問後
は処方医やケアマネジャーに報
告し情報を共有します。
　薬が飲めない理由にもいろい

ろありますが、大きい錠剤やカ

プセルが飲みにくければ口の中
で溶けやすい錠剤や粉に代える

こともできますし、飲み方が複
雑なことが原因であれば1日の服
用回数を減らしたり、整理した

りすることもできます。一包化と

いって、服用時点ごとにまとめ

て作ることもできます。自己判
断でカプセルを外したりかみ砕
いたりして服用すると、薬の効
果が変わり危険なこともあるの

で注意しましょう。
　薬局は、まちの健康相談窓口で

す。お気軽にご相談ください。

７月の乳幼児の健康診査	 ＊該当月に受けられない場合は子育て支援課または各支所保健福祉課へ連絡してください

地　域 内　　容 対　　象 日 受付時間 場　　所

一関

花泉

３〜４カ月児健診
29年３月１日	〜	14日生まれ 26㊌

	 12：45〜	13：00

一関保健センター

29年３月15日	〜 31日生まれ 27㊍

９〜10カ月児相談
28年９月１日	〜	14日生まれ 26㊌

	 8：45〜	 9：00
28年９月15日	〜	30日生まれ 27㊍

１歳６カ月児健診
27年12月	1	日	〜	16日生まれ 13㊍

	 12：45〜	13：00
27年12月17日	〜	31日生まれ 14㊎

２歳６カ月児歯科健診
27年１月１日	〜	15日生まれ 13㊍

	 8：45〜	 9：00
27年１月16日	〜	31日生まれ 14㊎

３歳児健診
26年１月１日	〜	14日生まれ ６㊍

	 12：45〜	13：00
26年１月15日	〜	31日生まれ ７㊎

大東
千厩
東山
室根
川崎
藤沢

３〜４カ月児健診 29年３月生まれ 25㊋ 	 12：45〜	13：00 川崎防災センター

９〜10カ月児相談 28年９月生まれ 18㊋ 	 9：00〜	 9：15

千厩保健センター
１歳６カ月児健診 27年12月生まれ 20㊍

	 12：45〜	13：00２歳６カ月児歯科健診 27年１月生まれ 18㊋

３歳児健診 26年１月生まれ 19㊌
＊きょうだいなどの同伴でお手伝いが必要な人は託児スタッフが対応します。健診日の２週間前まで申し込んでください

問子育て支援課（一関保健センター内）または各支所保健福祉課

文・一関薬剤師会理事　こぶし薬局　小野寺　佳美

薬剤師による在宅訪問について

問健康づくり課（一関保健センター内）

ふれあいひろば
問一関子育て支援センター ☎�4170
◇日時…㊊・㊋・㊍	9:30 〜15:30、	㊌・㊎
13:30 〜15:30　＊㊗を除く
◇場所…一関保健センター

週イチ倶楽部サポーター養成講座
問健康づくり課 ☎�2160
　高齢者の体や運動の知識・技術を学び、

地域の介護予防や健康づくりのサポーター

を養成します。費用は無料です。

◇日時 …7月11日㊋、7月25日㊋、8月8日㊋
14:00 〜16:00

◇場所…一関保健センター
◇対象…市内在住で地域の通いの場の運営
に携わる意欲のある人

◇定員…先着40人
◇申し込み…７月７日㊎まで

29 年度第１回「はじめてのケアカフェ」
問健康づくり課 ☎�2160
　市民や医療・介護関係者がそれぞれの立

場から「在宅医療・介護」の連携などについ

て意見を出し合い、交流を深めます。

◇日時…７月４日㊋18:45 〜20:30
◇場所…一関保健センター
◇申し込み…事前に上記へ

ⓘnⓕoⓡmⓐtⓘoⓝ

～みんなで守ろう地域医療～
医療と介護の窓

市 役 所からのお知らせ


